
 

  

天理市学童保育条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年３月21日 

天理市長 並 河  健 

天理市条例第11号 

天理市学童保育条例の一部を改正する条例 

 天理市学童保育条例（平成15年３月天理市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条の表中 

「     

 山の辺学童保育所 天理市別所町3 8 0番地  を 

   」  

「     

 山の辺第一学童保育所 天理市別所町3 8 0番地  
に、 

 山の辺第二学童保育所 天理市別所町3 8 0番地  

   」  

「     

 柳本学童保育所 天理市柳本町1213番地  を 

   」  

「     

 柳本学童保育所 天理市柳本町1213番地  
に改める。 

 福住学童保育所 天理市福住町1954番地１  

   」  

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


